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1 本独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券説明書（以下「本説明書」という。）において記載

する「第 231 回日本高速道路保有・債務返済機構債券」（以下、「本債券」という。）は、独立行政法人日

本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）（以下「機構法」という。）第 22 条に基づ

き、国土交通大臣の認可を受けて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「当機構」とい

う。）が発行する債券です。 

2 本債券は、政府保証の付されない公募債券（財投機関債）であり、いかなる意味においても政府の債務

を表章するものではありません。 

3 本債券については、金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）第 3条により、同法第 2章の規定が適用

されず、従って、その募集について同法第 4 条第 1 項による届出は行われておりません。本説明書は、

本債券に対する投資家の投資判断に資するために、当機構が任意に作成したものでありますが、投資判

断は別に配布する日本高速道路保有・債務返済機構基本説明書（平成 30 年 10 月）（以下「基本説明書」

という。）の記載事項もあわせて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

なお、本説明書は、金融商品取引法第 13条第 1項に基づく発行届出目論見書ではありません。 

4 当機構の事業年度は、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）（以下「通則法」という。）第 36

条第 1項に定めるとおり、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終わりますが、当機構は、機構法の

施行により平成 17年 10 月 1日に設立されたため、その設立初年度となる平成 17事業年度は、設立日で

ある平成 17年 10月 1日から平成 18年 3月 31 日までとなります。 

5 当機構の財務諸表は、通則法、機構法のほか、中央省庁等改革の推進に関する方針（平成 11年 4月 27

日中央省庁等改革推進本部決定）を受けて開催された独立行政法人会計基準研究会において、平成 12年

2月 16 日に作成された「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」等に基づき作成す

ることとされております。かかる財務諸表は、通則法第 39条の規定により、監事による監査のほか、会

計監査人の監査を受けることとされております。 

なお、当機構が作成する財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2の規定に基づく監査証明は

求められておりません。 

6 当機構は、機構法に基づき新たに設立された独立行政法人であり、日本道路公団、首都高速道路公団、

阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の有する一切の権利及び義務は、日本道路公団等民営化関係

法施行法（平成 16 年法律第 102 号）（以下「施行法」という。）第 15 条第 2 項の定めにより国及び出資

地方公共団体が承継することとされた権利義務を除き、施行法第 14 条第 3 項の認可を受けた実施計画

（同条第 4項の認可があった場合には、変更後の実施計画を指すものとする。）に従い、当機構並びに東

日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、

阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が承継しております。かかる権利義務の承継

の内容については、基本説明書「発行者情報 第 1 発行者の概況 3 事業の内容 （1）当機構の業務

内容」をご参照下さい。 

本説明書に関する問い合わせは、当機構経理部資金課（045-228-5966）までお願いします。 
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